
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「パブリックコメントの実施概要」 
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1. パブリックコメントについて 

1－1 パブリックコメント 

札幌市総合交通計画の策定において、市民意向を適切に反映するとともに、同計画の認知

度や都市交通政策に関する市民意識の向上を図るため、パブリックコメントを実施します。 
 パブリックコメント（Public Comment、意見公募手続、意見提出制度）とは、「公的な機
関が規則あるいは命令などの類のものを制定しようとするときに、広く公（=パブリック）に、
意見など（=コメント）を求める手続のことです。 

   
1－2 札幌市におけるパブリックコメント制度 

札幌市では、「本市の重要な政策の意思決定過程における市民参加の機会の拡大並びに公正

の確保及び透明性の向上を図り 、もって市民との協働による市政の推進に寄与する」ことを
目的として、パブリックコメント制度を導入しています。 
この制度に関する手続きは「札幌市パブリックコメント手続に関する要綱」（以下、要綱と

する。）に定められており、本計画は、要綱第３条（４）の「市政の特定の分野に関する基本

的な計画」に該当することから、パブリックコメントを実施するものです。 
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1－3 パブリックコメント実施概要 

 札幌市におけるパブリックコメント実施に関しては、要綱 に基づき案の公表、意見等の

募集を行い、その募集結果について公表します。 
 パブリックコメントの実施概要については、以下の通りです。 

 
1-3-1 パブリックコメント周知 

市民に対し、広報紙等でパブリックコメントを実施する旨を周知します。 
・広報さっぽろ（10月号を予定）の「札幌市からのお知らせ」ページ 
・札幌市ホームページ 

 ホーム－募集しています－ご意見・ご提案 
 ホーム－報道発表 
 くらし・手続き－交通－交通計画・施策－総合計画－札幌市総合交通計画 

   ・報道機関への資料提供 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

図 広報さっぽろ掲載イメージ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 札幌市ホームページでの掲載イメージ 
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計画案へのご意見を募集しています。（パブリックコメント） 

札幌市総合交通計画案（PDF、○○KB）へのご意見を募集しています。 
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1-3-2 計画案の公表 

計画案の公表は、札幌市ホームページへの掲載、市内各所での閲覧などによりを行います。 

(1) PDF データの掲載 

・札幌市ホームページ 
 くらし・手続き－交通－交通計画・施策－総合計画－札幌市総合交通計画 

(2) 計画案（印刷物）の閲覧及びパンフレットの配布 

・札幌市役所本庁舎 ５階交通計画課および２階市政刊行物コーナー 
・各区役所、まちづくりセンター（市内 87箇所） 
・その他、主要駅（地下鉄・JR）、バスターミナル、札幌駅前通地下歩行空間など 
※現在検討中 
 

1-3-3 実施スケジュール（案） 

パブリックコメント実施スケジュール（案）を以下の通り設定します。なお、意見等の募

集期間は 30日間とします。 
 
 ９月 １０月 １１月 
 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 
準備（広報依頼、ＨＰ等）          
閲覧各所へ印刷物の送付          
ホームページ掲載   ●       
広報さっぽろ各戸配布    ●      
資料閲覧          
意見等の募集          
意見整理          
意見対応          
第７回委員会で報告         ● 
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（参考） 

札幌市パブリックコメント手続に関する要綱 

平成 16 年 6 月 23 日総務局長決裁 

平成 17 年 6 月 17 日一部改正 

平成 19 年 7 月 18 日一部改正 

平成 21 年 4 月 1 日一部改正 

 （目的）  

第１条 この要綱は、パブリックコメント手続に関し必要な事項を定めることにより、本市の重要な

政策の意思決定過程における市民参加の機会の拡大並びに公正の確保及び透明性の向上を図

り、もって市民との協働による市政の推進に寄与することを目的とする。 

 （定義）  

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。  

(1) パブリックコメント手続 本市の重要な政策の策定に際し、当該政策の案を策定する権限を有

する者が、当該政策の案その他必要な事項を公表し、それに対する意見及び情報（以下「意見

等」という。）を広く募集し、寄せられた意 見等を考慮して当該政策に係る意思決定を行うととも

に、当該意見等に対する考え方等を公表する手続をいう。  

(2) 市民等 本市の区域内に住所を有する自然人、法人その他の団体その他次条第１項各号に

規定する条例の案、規則、基本構想の案及び計画に係る案（以下「政策案」という。）に関し利害

関係を有するものをいう。  

(3) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定

資産評価審査委員、地方公営企業の管理者及び消防長をいう。  

 （パブリックコメント手続の対象）  

第３条 実施機関は、次に掲げる場合は、この要綱に定める方法によりパブリックコメント手続を

実施しなければならない。  

(1) 次に掲げる条例の案を作成する場合  

ア 市政に関する基本的な制度又は方針（特定の分野に関するものを含む。）で、直接市民等を

対象とするものについて定める条例  

イ 市民等への義務の賦課（市税、保険料、分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に係る

ものを除く。）又は市民等の権利の制限（次号において「義務賦課・権利制限」という。）について定

める条例（第４号の規定によりパブリックコメント手続を実施した主要な公の施設に関する計画に

基づいて定めるものを除く。）  

(2) 前号イの条例の委任により定める規則（人事委員会規則及び教育委員会規則並びに地方公

営企業の管理者が定める規程を含む。）で、義務賦課・権利制限について定めるものを制定する

場合  

(3) 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２条第４項に規定する基本構想の案を作成する場合  



 

 5

(4) 長期総合計画若しくはその実施計画若しくは市政の特定の分野に関する基本的な計画（主要

な公の施設に関する計画を含む。）又はこれらの計画を変更する計画を作成する場合  

２ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合には、この要綱

に定めるパブリックコメント手続を実施しないことができる。  

(1) 実施機関が政策案について迅速・緊急に決定する必要があると認めた場合  

(2) 実施機関が政策案の内容について軽微なものであると認めた場合  

(3) 実施機関が政策案の内容について実質的に裁量の余地がないと認めた場合  

(4) 政策案に関し市民等の意見を聴取する手続が法令に定められている場合 

(5) 実施機関において、政策案について、地方自治法第１３８条の４第３項に規定する附属機関

又はこれに類する機関がパブリックコメント手続を経て行った意思決定と実質的に同じ内容の意

思決定を行う場合  

３ 第１項各号に掲げる場合のほか、実施機関は、政策の策定に際し、必要と認めるときは、この

要綱に定める方法によりパブリックコメント手続を実施することができる。  

 （政策案等の公表）  

第４条 実施機関は、前条第１項各号に掲げる場合（同条第２項の規定によりこの要綱に定める

パブリックコメント手続を実施しない場合を除く。）は、実施機関における最終的な意思決定を行う

前の適切な時期に、政策案を公表しなければならない。  

２ 実施機関は、前項の規定による政策案の公表を行うときは、次に掲げる事項（以下「参考資

料」という。）を併せて公表するものとする。  

(1) 政策案を策定した趣旨、目的及び背景  

(2) 政策案の概要  

(3) 政策案を策定する際に検討した重要な論点及び当該論点に対する実施機関の考え方  

(4) その他実施機関において市民等が政策案の内容を理解するために必要と認めた事項  

 （政策案等の公表方法）  

第５条 前条の規定による政策案及び参考資料の公表（以下「政策案等の公表」という。）は、政

策案を所管する課、行政情報課、区役所その他実施機関が必要と認める場所（以下「所管課等」

という。）における閲覧及び配布並びに市のホームページへの掲載の方法により行わなければな

らない。  

２ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、政策案又は参考資料が著しく大量であるため、同項

の規定による公表が困難であると認めた場合は、前条第２項第１号及び第２号に掲げる事項にあ

っては前項の方法により、政策案並びに同条第２項第３号及び第４号に掲げる事項にあっては所

管課等における閲覧の方法により公表することができる。  

 （周知）  

第６条 実施機関は、政策案等の公表を行うときは、市のホームページ又は広報さっぽろへの掲

載、報道機関への情報提供等の方法により、パブリックコメント手続の実施について市民等に周

知するよう努めるものとする。  
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 （意見等の募集及び募集期間）  

第７条 実施機関は、政策案等の公表を行ったときは、３０日以上の期間を設けて、市民等から政

策案についての意見等を募集しなければならない。ただし、３０日の期間を設けることができない

特別の事情があるときは、３０日未満の期間を設けることができる。  

 （意見等の受付方法）  

第８条 前条の規定により募集する意見等の受付は、次に掲げる方法により行うものとする。  

(1) 実施機関が指定する場所における書面の受領  

(2) ファクシミリ装置による受信  

(3) 電子メールの受信  

(4) その他実施機関が適当と認める方法  

２ 実施機関は、前項の受付を行うときは、市民等に対し氏名及び住所（市民等が法人その他の

団体である場合にあっては、当該団体の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）の明

示を求めるものとする。  

 （意見等に対する措置）  

第９条 実施機関は、政策案に係る最終的な意思決定を行うときは、前条第１項の規定により受

け付けた意見等を考慮しなければならない。  

２ 実施機関は、前項の意思決定を行ったときは、同項の意見等の概要及び当該意見等に対す

る実施機関の考え方並びに同項の規定により考慮した結果政策案の修正をした場合における当

該修正の内容及び理由を公表しなければならない。ただし、札幌市情報公開条例（平成１１年条

例第４１号）第７条各号に掲げる情報に該当するものは、この限りでない。  

 （一覧表の公表）  

第１０条 市長は、第７条の規定による意見等の募集を行っている政策案の一覧表を作成し、こ

れを公表しなければならない。  

２ 前項の一覧表には、次に掲げる事項を記載しなければならない。  

(1) 政策案の名称  

(2) 意見等の募集期間  

(3) 前条第２項の規定による公表を行う時期  

(4) 政策案及び参考資料の入手方法及び問い合わせ先  

 （実施状況の公表）  

第１１条 市長は、毎年１回、過去１年間におけるこの要綱に定めるパブリックコメント手続の実施

状況（第３条第２項各号の規定の適用に関する状況を含む。）を公表しなければならない。  

 （公表方法に関する規定の準用）  

第１２条 第５条第１項の規定は、第９条第２項、第１０条第１項及び前条の規定による公表につ

いて準用する。  
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 （委任）  

第１３条 この要綱の施行に関し必要な事項は、総務局長が定める。  

附 則  

１ この要綱は、平成１６年７月１日から施行する。  

２ この要綱は、この要綱の施行の日以後に意思決定を行う政策案について適用する。ただし、こ

の要綱の施行の際、現に意思決定過程にある政策案で、市民等の意見を聴取する手続を経てい

るものについては、この要綱の規定は適用しない。  

 
 
 

 

 


